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機能訓練指導員とは・・・日常生活を営むのに必要な機
能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者
です。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看
護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有
する者であれば機能訓練指導員として「機能訓練」を実
施することが可能です。

①リハビリテーションとは医師の指示に基づい
て理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など
のリハビリ専門職が行う。「身体機能の維持・
回復」を目的とする訓練です。

②機能訓練は理学療法士・作業療法士・言語
聴覚士・看護師などの機能訓練指導員が「減
退防止」を目的に行う訓練です。


